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「第５次南島原市行政改革大綱（素案）」への意見募集結果 

 

１．意見募集期間 

 

  令和８年１月５日(月)  ～ 令和８年２月３日（火） 

 

２．意見募集状況 

  １）応募者数  １件 

  ２）意見件数 ２１件 

 

３．意見への対応区分とその件数 

 

対応区分 内  容 件  数 

A 意見を踏まえて素案を補修修正、又は追加記載したもの ２ 

B 事業実施にあたって考慮すべき事柄として参考とするもの ０ 

C 既に記載済み・対応済みのもの ０ 

D 反映が困難なもの １２ 

E 感情、感想、質問等に対する回答を行ったもの ７ 

 

４．意見の要旨とこれに対する市の考え方 

 

計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

p.1〜 p.6 の

図表および

その説明 

図表は貼り付けてあるもの

の、本文中に図表の説明が無

く分かりにくい資料です。ま

た、図表の番号もありませ

ん。 

説明が分かりにくい事例を

いくつか指摘しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずもって、行政改革大綱は、

行政改革の必要性と、そのための

大まかな方向性を記載したもの

で、行政改革大綱の実施計画であ

る「集中改革プラン」に具体的な

取組内容を記載することとしてい

るため、大綱には大枠を記載して

います。 

 この前提で、ご指摘に対して下

記のとおり市の考え方をお示しし

ます。なお、大綱２～６ページま

では、現状を述べる文章のあとに

証拠となる図表を掲載する流れと

して作成しています。 
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計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

 ①p.4の第 2行の「財政指標

はこの数年間悪化しておら

ず」は文章中でデータが説明

さ れ て い ま せ ん 。

EBPM(Evidence-Based 

Policy Making)を推進して

おられるのであれば、先にデ

ータ（図表）を説明して、そ

のデータから導かれたこと

を結論として書くべきです。 

財政指標がこの数年悪化してい

ない理由として、「県内１３市財政

指標比較表」で本市が比較的上位

にあり、かつ各種財政指標の推移

の表中の「財政力指数」「経常収支

比率」「実質公債費比率」が、ここ

数年横ばいであることによって確

認できるものと考えております。 

E 

 ②p.5の 7行目の「社会イン

フラ等の老朽化」は財政を考

える上で必要な項目として

あげられていますが、どのよ

うなインフラがあって、その

老朽化の度合いなどのデー

タ（図表）が無く、どれくら

いの規模なのか分かりませ

ん。 

「◆ 性質別歳出決算の状況」の

次に、令和４年３月に改訂した「南

島原市公共施設等総合管理計画」

２７ページに掲載している図を

「◆公共施設年度別整備延床面積

（令和３年度時点）」として掲載す

るとともに、大綱５ページ本文中

「社会インフラ等の老朽化に伴う

設備更新など」を「合併後に旧町

から引き継いだ多くの公共施設等

（資産）の老朽化に伴う設備更新

など」に修正します。 

A 

 ③p.6の上部の「市民一人あ

たりの資産額と負債額の関

係」の図について、この図に

関する説明を本文中で見つ

けることが出来ませんでし

た。この資料に必要な図なの

であれば説明を必ず付けて

ください。 

 

上記本文の修正により、６ペー

ジの「市民一人あたりの資産額と

負債額の関係」を関連付けました。 

 ここで、県内の他市と比較した

場合、負債額は比較的少ないが資

産は多い部類に位置するため、公

共施設等の資産を減らす取組が必

要と読み取れると思います。 

E 

 ④p.6の下部の図にはキャプ

ションが無く、左右の軸には

ラベルと単位が書かれてい

ません。 

タイトルとして「◆南島原市の

将来人口推計」を追加し、単位表

示を追加します。 

A 

 図表のキャプションは表の

場合には表の上に、図の場合

には図の下に付けるのが一

般的です。図表のキャプショ

ンはそれに従って付けるの

が良いと思います。 

 本大綱を日本工業規格に定める

文章の記載方法に基づき、計画を

策定しなければならないわけでは

ありません。 

 Ａ４縦用紙に横書きの文章を作

成する際に図や表のタイトルを左

E 
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計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

（参考：JIS X 4051 「日本

語文書の組版方法」） 

上に付けることで、左上から一行

ずつ順を追って読み進めることが

できます。 

 本計画はそのような意図をもっ

て本大綱を作成しています。 

 なお一部タイトルが抜けていた

ので④の意見に対する市の考え方

の欄で対応します。 

p.7の(2)推進

体制につい

て 

組織名称だけから判断する

と「行政改革推進委員会」は

「行政改革推進本部」の下位

に位置すると思うのですが、

行政改革の進捗状況を行政

改革推進委員会に報告する

のは誰なのでしょうか？ 

文章は行政改革推進本部か

ら行政改革推進委員会に対

して報告するように読める

のですが、上位組織から下位

組織への報告はおかしいた

め、委員会の下に作業班など

のさらに下位の組織があっ

て、そこが委員会に対して報

告するということでしょう

か？ 組織の体系図と役割・

人員構成を示してください。 

 「行政改革推進委員会」は市長

の諮問機関で、行政改革推進本部

の上位や下位に位置づけていませ

ん。 

 行政改革の推進状況を行政改革

推進委員会に報告するのは、行政

改革推進本部長である市長が行い

ます。 

図示するほどの事ではありませ

んので、記載はしないこととしま

す。 

 行政改革推進委員会と行政改革

推進本部の役割などは、市ホーム

ページから例規集をご覧くださ

い。 

E 

 行政改革の進捗状況を行政

改革推進委員会に報告する

とともに、ホームページ等で

公表されることは非常に良

いことだと思います。 進捗

状況を報告されるというこ

とは、それに関連する実施計

画や各組織の議事録なども

公表されるということでよ

ろしいでしょうか？ 

 行政改革大綱の実施計画とし

て、「集中改革プラン」を行政改革

推進本部で策定しますが、各取組

の進捗状況を、行政改革推進委員

会に毎年報告し、改善点などの意

見をいただいています。 

 集中改革プランは、行政改革大

綱とともに市のホームページのカ

テゴリ「市政情報」→「市の財政・

行政」→「行政改革」の「行政改

革とは」に記載しています。また

毎年度の進捗状況は、「行政改革推

進委員会」のページに、委員会に

提出した資料と会議録を記載して

います。 

E 
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計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

p.8の(1)財政

の健全化に

ついて 

財政健全化の取組として「補

助金等の見直し」が挙げられ

ていますが、見直しを行うに

はその前に各補助金が有効

であったかの評価が必要で

あるため「補助金等の有効性

評価とその結果に基づいた

見直し」に修正してくださ

い。 

また、評価結果が市民の感覚

に合致したものか検証する

必要があります。各補助金等

の費用と成果報告、及び評価

結果の一覧を意見募集（パブ

リックコメント）で公開して

ください。 

 補助金等の見直しについては、

令和５年１０月に策定した「補助

金等の適正化に向けた基本方針」

に基づいて見直しを進めていると

ころです。この中で補助金等の評

価基準を設定し、それに基づき客

観的な評価を行うこととしていま

す。 

 「補助金等の見直し」の中に、

既に評価に基づく見直しの意図を

含んでおり、また「補助金等の有

効性評価とその結果に基づいた見

直し」はタイトルとして長いこと

から、現状のままとします。 

 なお、各補助金等の現状につい

ては、市ホームページのカテゴリ

「市政情報」→「市の財政・行政」

→「行政改革」の「補助金等の適

正化」に補助金等調書として掲載

しています。 

 また、補助金等の評価について

は、原則３年毎に順次見直すこと

としており、その結果は、市ホー

ムページの「市政情報」→「市の

財政・行政」→「政策評価」に掲

載しています。 

 なお、政策評価による評価結果

については市民意見募集手続要項

第３条に該当しないと扱っている

ため、意見等がある場合は各補助

金等の所管課にお問い合わせくだ

さい。 

D 

p.8の(2)公共

施設等の適

正規模・適正

配置につい

て 

「地域住民や利用者の理解

を得ながら、・・・、各種公共

施設の統廃合を進めます」と

ありますが、地域住民や利用

者の意見をどのように集め

整理するのかを具体的に記

載していただきたい。また、

整理した結果をもう一度地

域住民や利用者に戻して了

解を得ないと「理解を得た」

 公共施設等の性質により、地域

住民や利用者からの意見聴取の方

法は様々です。行政改革の基本的

な方向性を記載している行政改革

大綱に、具体的な意見聴取と整理

の方法を載せることは適切ではな

いと考えております。 

Ｄ 



- 5 - 

 

計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

ということにはなりません。

どのように理解を得ながら

進めて行くのかについても

具体的に記載してください。 

p.8の(3)自主

財源の確保

について 

自主財源確保の取組として

「不要となった土地・建物の

処分」が挙げられています

が、国土保全のため購入者は

日本人に限定してください。

また、購入者から外国人に転

売されることを禁止するた

め契約書に転売禁止の条件

を付けてください。 

 土地・建物の取得に関して日本

人に限定する法律が現時点で無い

ため、法律以上の規制を行う地方

自治体の条例制定や計画策定は適

切ではないと考えております。 

Ｄ 

 特定の業者に安価に売却す

るなどといった不正がおこ

らないようにするための対

策を行ってください。 

 市の土地の売却にあたっては、

南島原市財産規則に沿った取り扱

いを行っており、また、処分の方

法等も公有財産活用評定委員会に

よって審議された結果に基づいて

行っております。 

 今後も不正等が行われないよ

う、慎重な取り扱いを行っている

ところです。 

Ｅ 

p.10 の(1)行

政手続きの

利用者目線

による利便

性向上の取

組について 

「アナログ規制の点検・見直

し」とありますが、「アナロ

グ規制」の説明が無く分かり

ません。また、「点検・見直

し」は何を点検するのか、何

を見直すのかが分からない

ので具体的に書いてくださ

い。 

デジタル庁から言われたこ

とをそのまま書いているよ

うにしか見えませんが、デジ

タル庁が言うところの「アナ

ログ規制」は「人の目による

確認、現地・対面での対応、

公的証明書等の書面での掲

示」などであり不正防止には

有効なものばかりです。これ

らを見直すということは不

正を行いやすくなるか、個人

 行政改革大綱は、本市の行政改

革の方向性や骨組みを記載したも

のですので、個別具体的な方法や

費用対効果等の詳細は、行政改革

大綱の実施計画である「集中改革

プラン」に記載することとしてい

ます。 

 ＤＸに関する部分については、

南島原市ＤＸ推進アクションプラ

ンに詳しく記載する予定としてい

ますので、そちらをご覧下さい。 

Ｄ 
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計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

情報をデジタルデータとし

て国や自治体に完全に掌握・

管理されてしまうかという

ことになるので、デジタル庁

が言うところの「アナログ規

制」なのであれば、アナログ

規制は残すべきと思います。 

 「押印申請の見直し」とあり

ますが、これは「押印を廃止

して自署を必須にする」とい

うことでしょうか？ 押印

を単に廃止するだけだと本

人確認が出来ないので、「見

直し」という曖昧な表現では

なく具体的に書いてくださ

い。 

 令和 6年 3月発行の南島原

市 DX 推進アクションプラ

ン第 2版 56ページのアクシ

ョンプラン「押印申請の見直

し」を見ると、令和 4年末時

点で目標値 80%実施に対し

て実績値 55%、令和 5 年末

の目標値は 100%実施とな

っているのですが、これが出

来ていなかったということ

でしょうか？          

行政改革大綱は、本市の行政改革

の方向性や骨組みを記載したもの

ですので、個別具体的な方法や費

用対効果等の詳細は、行政改革大

綱の実施計画である「集中改革プ

ラン」に記載することとしていま

す。 

 押印申請の見直しの実績に関し

ては、市ホームページのカテゴリ

「市政情報」→「市の財政・行政」

→「行政改革」の行政改革委員会

のページ内、令和７年度第２回行

政改革推進委員会の結果の記事に

令和６年度末時点の実績を記載し

ていますので、ご確認ください。 

Ｄ 

 「コンビニ交付の導入」につ

いて、利用者は限定的だと思

われるため、基本項目１の財

政基盤確立の観点からも費

用対効果でメリットが無け

れば実施する必要は無いと

思います。コンビニ交付の想

定利用者数と導入に必要な

費用くらいの情報は記載し

てください。 

 行政改革大綱は、本市の行政改

革の方向性や骨組みを記載したも

のですので、個別具体的な方法や

費用対効果等の詳細は、行政改革

大綱の実施計画である「集中改革

プラン」に記載することとしてい

ます。 

 なお、令和７年１０月時点で、

全国の自治体の約８割がコンビニ

交付を導入しており、長崎県内で

は本市を含め７自治体が導入して

いません。 

 現在、導入費用や利用者数の見

込み、導入自治体における導入後

Ｄ 
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計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

の利用状況や運営コスト等の情報

収集を行いながら、本市でのコン

ビニ交付の導入について慎重に検

討を進めているところです。 

 「多様なオンラインサービ

スの導入推進」は無駄なシス

テム開発をしないよう必要

なサービスのみに限定して

ください。導入するサービス

の一覧くらいの情報は記載

してください。 

行政改革大綱は、本市の行政改革

の方向性や骨組みを記載したもの

ですので、個別具体的な方法や費

用対効果等の詳細は、行政改革大

綱の実施計画である「集中改革プ

ラン」に記載することとしていま

す。 

 なお、本市では県及び県下市町

で共同調達した汎用的電子申請シ

ステムの活用をはじめ、国が提供

するマイナポータルの「ぴったり

サービス」、市の公式 LINE を活

用した電子申請サービスも併せて

導入することで、市民の利便性向

上を図っているところです。これ

らオンラインサービスの運用に際

しては、市民の皆様の使いやすさ

を重視し、必要なサービスに限定

する形で効率的な行政運営を進め

ることとしております。 

Ｄ 

p.10 の(2)行

政事務の効

率化の取組

について 

「業務効率化ツールの活用」

とありますが、目的はツール

の活用ではなく、業務をどの

ように改善するかですから

取組内容は「・・業務の改善

（改善内容は具体的に）」の

ように書くべきではないで

すか。業務効率化ツールの使

用は業務改善の手段でしか

なく、業務改善の内容に応じ

て必要なツールを選択すれ

ばよいだけです。 

 行政改革大綱は、本市の行政改

革の方向性や骨組みを記載したも

のですので、個別具体的な方法や

費用対効果等の詳細は、行政改革

大綱の実施計画である「集中改革

プラン」に記載することとしてい

ます。 

 改善を要する業務内容が多岐に

わたるため、改善の手段として業

務効率化ツールを逐次活用するこ

とを取組内容としています。 

Ｄ 

 「庁内会議の効率化」とあり

ますが、「効率化」は何をも

って実施しますか？ 出席

者の選別、会議の時間制限、

資料削減、テレビ会議など、

 行政改革大綱は、本市の行政改

革の方向性や骨組みを記載したも

のですので、個別具体的な方法や

費用対効果等の詳細は、行政改革

大綱の実施計画である「集中改革

Ｄ 
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計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

何をしたいのかが分からな

いので具体的に書いてくだ

さい。 

プラン」に記載することとしてい

ます。 

 なお、庁内会議の効率化の具体

的な手段は、今後の技術の進歩と

新製品の登場で容易に変わること

があるため、大綱には具体的な記

載はしないこととしております。 

詳細は南島原市ＤＸ推進アクシ

ョンプランに記載することとして

おりますが、会議のペーパレス化

による紙資料の削減による準備作

業の軽減や、オンライン会議の推

進によって物理的な移動を抑えて

会議出席者の拘束時間を短くする

など、これまで進めてきた会議の

内容に応じた効率化を今後も進め

ることとしております。 

 「EBPM の実践」は非常に

良いことです。この資料も

EBPM に則ってエビデンス

を示すようにしてください。 

 行政改革大綱は、行政改革の必

要性と、行政改革を進めるための

方向性や骨組みを記載したもので

すので、個別具体的な方法や費用

対効果等の詳細は記載しないこと

としています。本大綱に掲げる行

政改革の方向性や骨組みは、財政

状況や人口の動態等の記載してい

るデータ等の他にも、毎年度の決

算の状況や、公共施設等総合管理

計画に記載されている施設の状況

など、本市が公表している各種デ

ータをはじめ、市で利用可能な内

部資料や国や県の動向などを元に

検討した内容です。用いたデータ

を全て計画等に記載することは紙

面の都合で現実的ではなく、市の

政策決定の過程で用いたデータを

全て公表しなければならないと定

められているわけではないため、

代表的なものの記載にとどめてい

ます。 

Ｅ 

p.11 の(1)効

率的で将来

取組として書いてあること

は全て曖昧な表現ばかりで

 行政改革大綱は、行政改革の必

要性と、行政改革を進めるための

Ｄ 
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計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

を見越した

組織・体制の

構築の取組

について 

取組内容を具体化出来てい

ません。見出しの表現として

は良いかもしれませんが、普

通はこれに詳細内容の説明

を付けるのでは？ 

「定員適正化計画の推進」

は、いつ迄に何を推進するの

か 

「行政組織機構の再編」は、

どう再編するのか 

「地域拠点施設の整備」は、

何をどう整備するのか 

「小中学校の適正規模・適正

配置の検討」は、「適正規模」

「適正配置」の内容を具体的

に 

方向性や骨組みを記載したもので

すので、個別具体的な方法や費用

対効果等の詳細は、行政改革大綱

の実施計画である「集中改革プラ

ン」に記載することとしています。 

p.11 の(2)職

員力の向上の

DX 関連部分

について 

DXとは「データとデジタル

技術を活用して、業務そのも

のや組織、プロセス、等を変

革して、競争上の優位性を確

立する」という考え方であ

り、企業や自治体毎に実施内

容は異なり、同じ自治体内に

も複数の DX が存在するこ

とになります。DXの話をす

るのであれば、個々の DX毎

にターゲットを決めて整理

が必要なのではないでしょ

うか？ 

取組として「DX 人材の育

成」とありますが、具体的に

何をするのでしょうか？ 

行政改革大綱は、行政改革の必

要性と、行政改革を進めるための

大まかな方向性・骨組みを記載し

たものですので、個別具体的な方

法や費用対効果等の詳細は、行政

改革大綱の実施計画である「集中

改革プラン」に記載することとし

ています。 

なお、本市では庁内に「南島原

市ＤＸ推進本部」を設置し、各施

策の総合調整を行うとともに、必

要に応じて職員で構成されるプロ

ジェクトチームを設け、業務効率

化や課題解決に向けた調査研究を

進めております。個々のＤＸ施策

のターゲットを設定し、事業目的

や期待される効果を整理・共有す

ることで、ＤＸ人材の育成に取り

組んでいるところです。 

Ｄ 

資料全体に

ついて 

いろいろと指摘させていた

だきましたが、資料が十分に

検討されているものには思

えず、意見募集（パブリック

コメント）を実施するには不

完全だと思います。資料を修

行政改革大綱は、行政改革の必

要性と、行政改革を進めるための

大まかな方向性・骨組みを記載し

たもので、個別具体的な方法や費

用対効果等の詳細は記載しないこ

ととしています。 

Ｄ 
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計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

正してもう一度意見募集を

実施されることを希望しま

す。 

また、財政状況や人口の動態等

の現行の大綱案に記載しているデ

ータの他に、毎年度の決算の状況

や、公共施設等総合管理計画に記

載されている施設の状況など、本

市が公表している各種データをは

じめ、市で利用可能な内部資料や

国や県の動向などを用いています

が、用いたデータを全て計画等に

記載することは紙面の都合なども

ありますので現実的ではないと考

えております。このため、現行の

大綱案に記載の代表的なデータの

みの記載に留めているところで

す。 

なお、同一の計画等で複数回の

市民意見募集を行うことに制度上

の制限はありませんが、今回の意

見募集により一定の意見をいただ

いており、また、民間の委員で構

成される審議会の意見を聴取しな

がら策定を進めていますので、再

度の意見募集は行わないことにし

ております。 

 


